
配偶者等における暴力に関する調査
調査結果報告書（ダイジェスト版）

千葉市男女共同参画センターでは、令和２年度事業として「配偶者等にお
ける暴力に関する調査」を実施しました。配偶者等における暴力は、身近に
起こりうる人権侵害であり、男女共同参画社会の実現のためには、その防止
と対策に継続的に取り組むことが必要です。

本調査は、配偶者等における暴力に関する市民の意識と実態を把握し、今
後の具体的施策の基礎資料とすることを目的に行いました。

＊調査の対象
千葉市内にお住まいの満２０歳以上の男女各１，５００人
（無作為抽出）

＊調査の方法 郵送配布－郵送回収法

＊調査の期間 令和２年８月１日～８月２０日

＊回収の状況 有効回答数：８９５件（有効回答率：２９．８％）

注1） ％は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までを表記しているため、
％の合計が100％にならないことがあります。

注２） グラフは、内容に応じて、抜粋したものを掲載しています。 1１
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ＤＶ防止法の認知度 （問４）

法律があることを知っている（「法律があることも、その内容も知っている
（47.0％）」は、平成26年度より21.8ポイント上昇した。
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報告書 P２６

２

１．配偶者等による暴力に対する認知度、意識

法
律
が
あ
る
こ
と
も
、

そ
の
内
容
も
知
っ

て
い

る 法
律
が
あ
る
こ
と
は

知
っ

て
い
る
が
、

内
容

は
よ
く
知
ら
な
い

法
律
が
あ
る
こ
と
も
、

そ
の
内
容
も
知
ら
な

か
っ

た

無
回
答

　 ｎ (%)

47.0

25.2

21.6

46.6

67.1

66.4

4.9

6.5

9.2

1.5

1.3

2.7

令和２年度（895）

平成26年度（1,036）

平成29年度内閣府（3,376）

全体

『法律があることを知っている』
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報告書 P２９

３

配偶者等からの暴力について相談できる窓口の認知度 問５（２）
相談窓口の認知度は「知らない（54.4％）」が「知っている（42.0％）」を上回っ
た。

知
っ

て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

n (%)
42.0

38.5

71.6

46.5

40.5

73.7

35.8

36.2

69.2

100.0

54.4

57.6

25.6

49.6

55.6

23.4

61.3

60.7

28.1

0.0

3.6

3.9

2.8

3.9

3.9

2.9

3.0

3.1

2.7

0.0

令和２年度（895）

平成26年度（1,036）

平成29年度内閣府（3,376）

令和２年度（516）

平成26年度（597）

平成29年度内閣府（1,807）

令和２年度（372）

平成26年度（425）

平成29年度内閣府（1,569）

令和２年度（2）

全体

女性

男性

その他
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報告書 P３３

４

配偶者との間の暴力についての意識 （問６）
「どんな場合でも暴力にあたる」は「身体を傷つける可能性のある物

でなぐる（96.4％）」、「刃物などを突きつけて、おどす（96.2％）」
で多い。一方、「暴力にあたるとは思わない」は、「お金の使い道を細
かく報告させる（10.9％）」が高くなっている。

ど
ん
な
場
合
で
も

暴
力
に
あ
た
る
と

思
う

暴
力
に
あ
た
る
場

合
も
、

そ
う
で
な

い
場
合
も
あ
る
と

思
う

暴
力
に
あ
た
る
と

は
思
わ
な
い

無
回
答

(%)

86.9

79.0

96.4

95.8

68.0

59.7

96.2

95.3

10.8

18.1

1.2

1.9

27.3

34.4

1.8

2.4

0.1

0.7

0.2

0.1

2.6

3.4

0.2

0.3

2.1

2.3

2.1

2.2

2.1

2.5

1.8

2.0

（1）平手で打つ、足でける（令和2年度）

（平成26年度）

（2）身体を傷つける可能性のあるものでなぐる（令和2年度）

（平成26年度）

（3）なぐるふりをして、おどす（令和2年度）

（平成26年度）

（4）刃物などを突き付けて、おどす（令和2年度）

（平成26年度）

ど
ん
な
場
合
で
も

暴
力
に
あ
た
る
と

思
う

暴
力
に
あ
た
る
場

合
も
、

そ
う
で
な

い
場
合
も
あ
る
と

思
う

暴
力
に
あ
た
る
と

は
思
わ
な
い

無
回
答

(%)

86.0

80.0

74.9

67.2

55.6

47.1

53.6

47.4

45.7

40.3

72.7

59.4

65.9

52.3

38.0

27.0

69.2

62.5

11.2

16.5

19.6

25.5

36.3

42.4

35.5

42.3

43.6

46.6

20.9

33.0

29.2

40.9

48.8

53.8

24.1

28.2

0.8

1.2

3.4

4.7

5.9

7.3

8.4

7.0

8.4

9.6

3.9

4.8

2.9

4.4

10.9

15.8

4.4

6.4

2.0

2.3

2.2

2.6

2.1

3.2

2.5

3.3

2.3

3.6

2.5

2.8

2.0

2.3

2.2

3.4

2.3

2.9

（5）いやがっているのに性的な行為を強要する（令和2年度）

（平成26年度）

（6）見たくないのに、ポルノビデオや（令和2年度）

（平成26年度）

（7）何を言っても長期間無視し続ける（令和2年度）

（平成26年度）

（8）交友関係や電話を細かく監視する（令和2年度）

（平成26年度）

（9）友人や実家とのつきあいをいやがる（令和2年度）

（平成26年度）

（10）「誰のおかげで生活できるんだ」とか（令和2年度）

（平成26年度）

（11）大声でどなる（令和2年度）

（平成26年度）

（12）お金の使い道を細かく報告させる（令和2年度）

（平成26年度）

（13）生活に必要なお金を渡さない（令和2年度）

（平成26年度）

ポルノ雑誌を見せる

・やめさせる

「かいしょうなし」と言う



報告書 P４９

５

暴力をふるわれた経験 （問８）
配偶者等からの暴力の経験がある人は、「精神的暴力（16.2％）」が最
も高く、「身体的暴力（15.6％）」、「性的暴力（8.4％）」、「経済
的暴力（6.5％）」、「社会的暴力（6.4％）」と なっている。
全てにおいて女性の方が男性より経験がある人が多い。

２．配偶者等による暴力被害の実態

1
,
2
度

あ
っ

た

何
度
も

あ
っ

た

ま
っ

た
く

な
い

無
回
答

(%)

※平成29年度内閣府では、身体的暴行・心理的攻撃・経済的圧迫・性的強要という項目で調査している

12.9 

14.0 

13.7 

11.0 

8.4 

7.9 

6.5 

5.9 

3.9 

3.5 

3.0 

3.4 

3.9 

2.7 

3.1 

3.7 

5.2 

4.8 

5.8 

1.9 

3.8 

2.2 

3.0 

3.2 

3.3 

2.5 

83.9 

81.9 

80.6 

83.2 

85.3 

83.3 

91.0 

88.2 

90.7 

92.7 

91.6 

90.0 

92.8 

0.5 

1.1 

2.0 

0.6 

1.6 

3.0 

0.6 

2.0 

3.3 

0.8 

2.2 

3.2 

0.8 

Ａ 身体的暴力 （令和2年度）

（平成26年度）

（平成29年度内閣府）

Ｂ 精神的暴力 （令和2年度）

（平成26年度）

（平成29年度内閣府）

Ｃ 性的暴力 （令和2年度）

（平成26年度）

（平成29年度内閣府）

Ｄ 経済的暴力 （令和2年度）

（平成26年度）

（平成29年度内閣府）

Ｅ 社会的暴力 （令和2年度）

（平成26年度） 調査せず

令和2年度 （ｎ＝790）

平成26年度 （ｎ＝944）
平成29年度内閣府（ｎ＝2,485）
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６

「我慢した（58.5％）」が最も高く、「言い返した、反撃した
（53.6％）」、「口をきかなかった（44.6％）」が続いた。

暴力をふるわれた時の行動 （問９）

58.5 

53.6 

44.6 

35.3 

16.1 

15.2 

13.8 

7.1 

5.8 

3.1 

3.6 

4.0 

1.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

我慢した

言い返した、反撃した

口をきかなかった

離婚や別居を考えた

何もしなかった・何もできなかった

その場から逃げようとした・逃げた

なだめて止めようした

食事を別にした

助けを求めた

警察を呼んだ

その他

覚えていない

無回答

（％）

複数回答（n=224）
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報告書 P５７

７

配偶者から子どもが暴力をふるわれた経験（問１０）
「まったくない（57.5％）」が最も高く、「無回答、子どもがいな

い（32.4％）」「心理的虐待（4.6％）」と続く。

4.6

2.9

0.4

0.0

4.5

57.5

32.4

5.0

4.9

0.6

0.1

4.4

78.1

9.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

心理的虐待

身体的虐待

ネグレクト

性的虐待

わからない

まったくない

無回答

令和2年度（ｎ＝895） 平成29年度内閣府（ｎ＝2,241）

（％）

複数回答



8

報告書 P５９

８

暴力をふるわれた後の心身状態、生活への影響 （問１１）
「特に影響はなかった（32.1％）」が最も高く、「相手をひどく憎む

ようになった（20.5％）」、「眠れなくなった（18.3％）」及び「何に
もする気がなくなった（18.3％）」が続いた。

32.1 

20.5 

18.3 

18.3 

12.9 

8.0 

7.6 

7.6 

7.1 

5.8 

4.9 

2.7 

1.8 

1.3 

6.3 

14.7 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

特に影響はなかった

相手をひどく憎むようになった

眠れなくなった

何にもする気がなくなった

離婚・別居した

子どもや家族にあたるようになった

拒食・過食になった

衝動買い・浪費で気を紛らわすように

なった

人に会うのが嫌になった

酒に依存するようになった

心身状態が不安定になり専門家の診療を

受けるようになった

けがをして医師の診療を受けた

賭け事などにお金をつかうようになった

仕事に行けなくなった

その他

無回答

（％）

複数回答（n=224）
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報告書 P６１

９

暴力をふるわれた時の相談先（問１２）
「どこ（誰）にも相談したり、打ち明けたりしたことはない

（45.5％）」が最も高く、相談先としては「友人・知人、近所の人
（26.3％）」、「自分の親・親族（25.9％）」が続いた。

45.5

26.3

25.9

7.6

6.3

4

3.6

1.8

1.3

4

7.6

35.9

39.1

33.7

9.8

8.7

4.3

4.3

5.4

1.1

3.3

0.0

0 10 20 30 40 50

どこ（誰）にも相談したり、

打ち明けたりしたことはない

友人・知人、近所の人

自分の親・親族

相手の親・親族

職場の同僚

病院などの医療機関

役所の相談窓口

警察

民間の相談窓口

その他

無回答

令和2年度（ｎ＝224） 平成26年度（ｎ＝92）

（％）

複数回答



相談しなかった理由（問１３）

「相談するほどのことではないと思ったから（56.0％）」、「自分にも悪いところ
があると思ったから（34.0％）」、「相談しても無駄だと思ったから（30.0％）」と続い
た。
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報告書 P６３

10

56.0

34.0

30.0

27.0

20.0

12.0

11.0

9.0

8.0

6.0

5.0

3.0

1.0

0.0

4.0

0.0

45.5

51.5

24.2

42.4

21.2

9.1

12.1

6.1

6.1

6.1

6.1

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると

思ったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

他人を巻き込みたくなかったから

世間体が悪いから

そのことについて思い出したくなかったから

どこ（誰）に相談してよいのかわからなかったから

他人に知られると、まわりの人（仕事や学校などの人間関

係）とこれまで通りのつき合いができなくなると思ったから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっとひどい

暴力を受けると思ったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談相手の言動によって不快な思いをさせられると

思ったから

加害者に「誰にも言うな」とおどされたから

その他

無回答

令和2年度（ｎ＝100） 平成26年度（ｎ＝33）

（％）

複数回答
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被害者が安心して生活するために必要なこと（問１５）

「被害者のための相談体制を充実させる（66.4％）」、「暴力にさらされて育っ
た子どものケアを行う（66.3％）」、「加害者への罰則を強化する（64.7％）」が続
いた。

報告書 P６８

11

66.4

66.3

64.7

61.9

61.0

60.9

56.2

53.6

52.3

51.1

70.5

65.9

50.2

62.1

42.2

45.8

33.6

48.6

51.7

35.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

被害者のための相談体制を充実させる

暴力にさらされて育った子どものケア

を行う

加害者への罰則を強化する※１

被害を受けた方が、暴力の影響から回

復できるように、精神的・心理的支援

をする

被害を早期発見できるよう、警察や医

療関係者、教職員、保育士等関係職員

などに研修や啓発を行う※2

被害者に対する、住宅や就労、子育て

などに関わる支援を充実させる

被害者をさらに傷つける等の不適切な

対応をしないよう、支援に携わる行政

関係者を育成する

学校や大学で児童・生徒・学生に対

し、暴力を防止するための教育を行う

被害者のための相談機関の周知度を

高める

加害者を対象として、暴力防止のため

の教育を行う

令和2年度（ｎ＝895） 平成26年度（ｎ＝1,036）

（％）

複数回答

平成26年調査の選択項目名（今回調査と若干の変更があるもの）

※1　 加害者に対する厳しい罰則をつくる

※2　被害を早期発見できるよう、医療関係者や教職員、保育士等関係職員を育成する

※3　暴力の防止を目的とした市民向けセミナーを充実させる

45.4

44.9

44.5

38.3

32.0

20.2

3.5

0.7

6.3

33.7

28.8

23.9

34.3

27.0

14.9

3.7

1.1

4.6

0.0 20.0 40.0 60.0

新しい生活準備が安全に安心してでき

るように、支援者が同行する等の体制
を整える

関連する法律や支援制度に関する情報

提供を充実させる

被害者を支援する民間団体に対し、

財政的な支援をする

加害者が相談できる専門の相談員を

置く

暴力を助長するおそれのある情報（雑

誌、コンピューターソフトなど）を
取り締まる

暴力の防止を目的とした研修会、

イベントなどを行う※3

その他

特に対応の必要はない

無回答

（％）
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配偶者等からの暴力に対する自分の考え（問１８）
「どんな理由があろうと、暴力に訴えるのは許されないことで、被害者に落
ち度はない」が68.5％と最も高く、「暴力をふるわれる側（被害者）にも、何か
落ち度がある（18.5％）」、「基本的には、夫婦・パートナー・恋人同士の間の
問題で、当人同士で解決するべき（14.6％）」が続いた。

報告書 P７４

12

３．配偶者等との間の暴力の防止と対策

68.5

18.5

14.6

5.1

0.9

7.9

4.8

4.8

61.0

28.7

18.3

7.8

0.8

7.1

2.7

5.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

どんな理由があろうと、暴力に訴えるのは許されないこと

で、被害者に落ち度はない

暴力をふるわれる側（被害者）にも、何か落ち度がある

基本的には、夫婦・パートナー・恋人同士の間の問題で、

当人同士で解決するべき

配偶者やパートナーに暴力をふるわれるなど、

恥ずかしいことだ

相手を愛しているからこその行為だ

その他

特に考えはない

無回答

令和2年度（ｎ＝895） 平成26年度（ｎ＝1,036）

（％）

複数回答



配偶者等からの暴力を防止するために必要なこと（問１８）
「被害者が早期に相談できるよう、身近な窓口を増やす（65.7％）」、「加害
者への罰則を強化する（56.4％）」、「学校・大学で児童・生徒・学生に対し、
暴力を防止するための教育を行う（54.4％）」が続いた。
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平成26年度の選択項目名（今回調査と若干の変更があるもの）

※2　暴力を振るったことのある者に対し、二度と繰り返さないための教育を行う

※1　被害者を発見しやすい立場にある警察や医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

※3　地域で、暴力を防止するための研修会、イベントなどを行う

65.7

56.4

54.4

46.7

42.1

40.9

33.3

30.5

18.5
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

被害者が早期に相談できるよう、身近な窓口を増やす

加害者への罰則を強化する

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止する

ための教育を行う

被害を早期発見できるよう、警察や医療関係者、教職

員、保育士等関係職員などに研修や啓発を行う ※1

メディアを活用して、広報・啓発活動を積極的に行う

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための

教育を行う

加害者を対象として、暴力防止のための教育を行う

※2

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、コンピュー

ターソフトなど）を取り締まる

暴力の防止を目的とした研修会、イベントなどを行う

※3

その他

特にない

無回答

令和2年度（ｎ＝895） 平成26年度（ｎ＝1,036）

（％）

複数回答



（１）配偶者による暴力に対する認知度、意識

ＤＶ防止法の認知度は「法律があることも、その内容も知っている（47.0％）」

が平成26年度より21.8ポイント上昇と大幅に上昇した。なおどの性別・年代別

でも上昇している。

配偶者等との間での暴力についての意識においては、「お金の使い道を細

かく報告させる（10.9％）」、「友人関係や電話を細かく監視する（8.4％）」、「友

人や実家とのつきあいをいやがる・やめさせる（8.4％）」などが「暴力にあたる

とは思わない」との結果となっており、暴力は身体的なものだけでなく、経済

的暴力や社会的暴力など様々な暴力があることを周知し、社会の認識を深め

る対策をしていく必要がある。
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４．今後に向けて
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（２）配偶者等による暴力被害の実態

配偶者等からの暴力の経験がある人は、「精神的暴力（16.2％）」が最も多

く、「身体的暴力（15.6％）」、「性的暴力（8.4％）」、「経済的暴力（6.5％）」、

「社会的暴力（6.4％）」となっている。

配偶者から子どもへの暴力は、平成29年度内閣府の水準を下回っている。

相談先は「友人・知人、近所の人」「自分の親・親族」が多いが、「どこ（誰）に

も相談したり、打ち明けたりしたことはない（45.5％）」が最も多く、平成26年

度と比較して、9.6ポイント増加した。 相談しなかった理由は、「相談するほ

どのことではないと思ったから」が最も多く、被害者も含めた重要性の認識

の啓発が必要である。

被害者が安心して生活するために必要なことは、「被害者のための相談体

制を充実させる」、「暴力にさらされて育った子どものケアを行う」が多い。専

門的人材が子どもを含めた被害者を適切に支援することが求められている。
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（３）配偶者等との間の暴力の防止と対策

ＤＶに対する自分の考えは、「被害者にも落ち度がある」が平成26年度と比較

して10.2ポイント減少しており、暴力容認の考えは減少した。

ＤＶを防止するために必要なことは、「被害者が早期に相談できるよう、身近

な窓口を増やす」、「加害者への罰則を強化する」、「学校・大学で児童・生徒・

学生に対し、暴力を防止するための教育を行う」が多い。平成26年度と比較す

ると、「被害を早期発見できるよう、警察や医療関係者、教職員、保育士等関

係職員などに研修や啓発を行う」が12.7ポイントと大幅に増加しており、単に

相談窓口を増やすだけでなく関係各機関の連携が重要である。
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